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○１次試験
と　き　7月11日㈮、12日㈯、13日㈰
　　　　※職種によって異なります。
ところ　市内コミュニティセンターほか

内　容
【全職種共通試験】
　択一式教養試験、適性検査、集団面接
【職種別試験】
　�専門試験
　（建築、電気、設備、保健師、保育士、学芸員）

募　集　職　種 対　象
一般事務Ｂ ： １０人程度 昭和60年4月2日から平成19年4月1日に生まれた人

※土木は学科・課程修了要件および専門試験を撤廃しました。どなたでも受験可能です。土木 ： 3人程度

一般事務Ｃ（障がい者） ： 若干名
昭和６０年４月２日から平成１９年４月１日に生まれた人で、次の要件をすべて満たす人

（１）身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
（２）活字印刷物による出題に対応できる人

建築 ： ２人程度
昭和６０年４月２日以降に生まれた人で次のいずれかの要件を満たす人

（１）建築系学科・課程を修了した人、または令和８年３月までに修了見込みの人
（２）鹿沼市が（１）と同等の資格があると認める人（※１）

電気 ： ２人程度
昭和６０年４月２日以降に生まれた人で次のいずれかの要件を満たす人

（１）電気設備系学科・課程を修了した人、または令和８年３月までに修了見込みの人
（２）鹿沼市が（１）と同等の資格があると認める人（※１）

設備 ： 若干名
（建築設備）

昭和６０年４月２日以降に生まれた人で次のいずれかの要件を満たす人
（１）建築系学科・課程を修了した人、または令和８年３月までに修了見込みの人
（２）鹿沼市が（１）と同等の資格があると認める人（※１）

保健師 ： ３人程度 昭和６０年４月２日以降に生まれた人で、保健師の資格を有する人、または令和８年３月までに取得見込みの人

保育士 ： ３人程度 昭和６０年４月２日以降に生まれた人で、保育士の資格を有する人、または令和８年３月までに取得見込みの人

学芸員（美術） ： １人程度 昭和６０年４月２日以降に生まれた人で、学芸員の資格を有する人、または令和８年３月までに取得見込みの人
技能労務職 ： １人程度

（水道技手）
昭和６０年４月２日から平成１９年４月１日に生まれた人で、普通自動車運転免許を保有または取得見込みの人

（ＡＴ限定は不可）

※1 各職種の専門職として公的機関、民間企業等で正規職員としておおむね3年以上の実務経験がある人
【重要】　試験の方法、日程、会場などに変更がある場合は、市ホームページに内容を掲載しますので、ご確認ください。
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高校新卒見込者、消防職等を対象とした
【第Ⅱ類】試験の詳細は８月２５日に公表
します。第Ⅱ類試験との併願はできない
ため、ご注意ください。

５月２６日㈪～６月１１日㈬ 消印有効
以下のいずれかの方法で申込　

申　込　期　間 試　験　日　程　等
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受験資格は、必ず試験案内で
確認してください。

令和７年１０月１日・令和８年４月１日採用予定

鹿沼市職員採用試験 【第Ⅰ類】

（１） 市LINE公式アカウントからオンライン申込
     （※市LINE公式アカウントの友だち登録が必要）

（２） 申込書、受験票、140円切手を貼った宛先
明記の返信用封筒（角形２号）を、人事係へ
提出

NEW!!

　全職種とも合格者のうち１０月1日
から勤務可能な人は、１０月１日採用
になる場合があります。

試験案内・申込書の配布
　市役所総合案内、市民情報センター、各コミュニティセンター、
消防本部、各消防分署等で配布しています。また、市ホームペー
ジに掲載しています。

郵送での請求
　封筒の表に「採用試験案内請求」と朱書きし、140円切手を貼っ
た宛て先明記の返信用封筒（角形2号）を同封の上、人事係に請求
してください。
郵送宛先　〒322-8601 今宮町1688-1 人事課人事係
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　　令和８年５月２６日以降に、通知に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
　　早期に戸籍への記載を希望する人は、振り仮名の届出をすることで随時戸籍に記載されます。

　▶ 通知に記載のある振り仮名が正しいとき 　　届出は原則不要です！

必ずご確認を！戸籍に記載される予定の
振り仮名通知が届きます

　ー 本籍地の市区町村から、５月２６日以降順次発送します ー

　戸籍法改正に伴い、令和7年5月26日より戸籍に氏名
の振り仮名が記載されるようになります。5月26日以降
順次、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の
氏名の振り仮名通知が届きますので、必ずご確認ください。

▶戸籍の振り仮名制度について、
　詳しくは法務省ＨＰをご確認ください。

市民課戸籍係　☎(63)2123

●振り仮名制度の一般的なお問い合わせ
コールセンター(5月26日開設)☎ 0570(05)0310
午前8時30分～午後5時15分（土・日・祝・年末年始を除く）

●振り仮名の通知等に関するお問い合わせ
コールセンター(6月1日開設)☎(63)8370
午前8時30分～午後5時15分（土・日・祝・年末年始を除く）
※電話が繋がりにくい場合がありますので、ご了承ください。

　▶ 届出の種類
　　振り仮名の届出は次の２種類です。それぞれ届出をすることができる人が異なります。
　「氏の振り仮名の届」…原則、戸籍の筆頭者が届出をすることができます。配偶者や同じ戸籍にいる人と
　　　　　　　　　　　　よく相談して届出をしてください。
　「名の振り仮名の届」…各個人が届出をすることができます。１５歳未満のお子さんの届出は、親権者が
　　　　　　　　　　　 届出をすることができます。

● 届出に手数料はかかりません。 ● 振り仮名の届出をしなくても罰則はありません。
● 市区町村や法務省が氏名の振り仮名のために金融機関の情報をお聞きすることはありません。

記載できない振り仮名はあるの？ 制度開始にあたってお気を付けください
　氏名の振り仮名には、「氏名として用いられる文字の
読み方として一般に認められているものでなければな
らない」とのルールが設けられました。下記の①、②の
ような振り仮名は認められない場合があります。
① 漢字の意味や読み方との関連性をおよそまたは全く
　　認めることが出来ない読み方（例：太郎→ジョージ）
② 漢字の持つ意味とは反対の意味になる読み方
　（例：高→ヒクシ）

　他の行政手続き等（パスポート、年金等）においてす
でに使用している氏名の振り仮名を確認してください。
戸籍上の氏名の振り仮名と違いがあると、他で使用し
ている振り仮名の変更手続きが必要となるなど、不都
合が生じる可能性があります。

マイナポータルでオンライン届出も可能 制度の詳細は 法務省民事局へ 検索戸籍　フリガナ

ご確認ください！

届出に便乗した詐欺にご注意ください！！

　▶ 通知に記載のある振り仮名が誤っているとき
　　届出の際、氏名の読み方として一般に認められているものでない読み方を用いている場合は、「読み
　方が通用していることを証する書面」として、その読み方が使われていることを示す資料（パスポート、
　預金通帳、　資格確認書等）を併せてお持ちください。鹿沼市では、6月1日から届出専用窓口を設けます。
　届出期間：令和７年５月２６日～令和８年５月２５日

　　届出が  必要  です！
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